別添１-１
熊本市柑橘産地担い手確保支援事業　トライアル研修実施に関する覚書

トライアル研修の実施における下記事項について、研修受講者（甲）と研修受入者（乙）が合意したので、ここに覚書を交わす。

１ 研修項目・研修期間
	
	研修項目
	研修期間

	第１回
	防除・マルチ設置・摘果・苗木管理
	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日（　　日間）

	第２回
	収穫・苗木管理
	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日（　　日間）

	第３回
	堆肥散布・改植
準備・作業道整備・
苗木管理
	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日（　　日間）

	第４回
	改植・剪定・肥料
散布・苗木管理
	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日（　　日間）


   	
２ 研修及び休憩時間等
研修時間、休日及び休憩時間は、甲乙相互の協議により決定する。
３ 研修の内容
研修の内容は、温州みかん栽培に係る主要作業等の研修とする。また、乙は甲が作成した研修日誌を市長へ提出することに同意するものとする。
４ 研修実施中の事故への対応
研修実施中における甲の事故（怪我や機械等の破損）については、甲の責任において処理する。
５ 労働の対価の支払い
甲の労働に伴う対価は支払わない。
６ 研修終了後の支援
乙は研修終了後、甲が就農に意欲があると認める場合は継続して就農促進等の支援に努めるものとする。
　 
以上を甲と乙の間で合意した証しとして本書を２通作成し、甲乙それぞれ署名のうえ各１通を保有する。

令和     年     月     日
甲（研修受講者）
住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署）
乙（研修受入者（法人は法人名、代表者名の記入））
住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      
氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署）
　　
